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(57)【要約】
　【課題】
　　　本願発明は、物理的な効果と面打ちとシート体の
パーツ絵柄部が立体形状の肌に適正に貼り付けられて完
成絵柄となるパック用シートを提供する。
【解決手段】　　
　シート体は、物理的な仕組みに切込み線とタブを有し
、自らへの面打ちの効果を有し、パーツ絵柄部を有し、
少なくとも顔の一部に貼りつけられることで、パーツ絵
柄部が集まりもしくは組み合わさり完成絵柄となり、自
らへの面打ちの状態を保持して、薬剤が肌に対して均一
に作用させる美容効果が得られた状態を確認できるシー
ト体である。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　不織布シートに液剤が含まれて少なくとも顔の一部を覆うことができるシート体であっ
て、前記シート体は、鼻筋縦方向の、左の領域及び右の領域のうち少なくとも一方の領域
に内側から外側の輪郭線に向かう1本以上の切込み線を有し、
　前記シート体の前記顔の肌と接する面と逆の表面に、前記顔に貼り付けて完成する完成
絵柄の基となるパーツ絵柄部が形成されたシート体。
【請求項２】
　前記左の領域及び前記右の領域のそれぞれに設けられた、前記切込み線上部に位置する
上片に設けられた下方に向かう上部片タブ、及び、前記切込み線下部に位置する下片に設
けられた上方に向かう下部片タブを備え、前記上片は前記下部片タブによって前記下片と
重ねられ、又は、前記下片は前記上部片タブによって前記上片と重ね貼り付けられる請求
項１に記載のシート体。
【請求項３】
前記液剤に固着剤を有してなる請求項１に記載のシート体。
【請求項４】
　前記固着剤により、前記シート体が前記少なくとも顔の一部に貼り付けられて延び広が
る、前記不織布シートの繊維と繊維が固定されてなる請求項３に記載のシート体。
【請求項５】
　前記パーツ絵柄部は、打ち抜き形状又は型押し形状より形成された請求項１に記載のシ
ート体。
【請求項６】
　前記パーツ絵柄部は、印刷により形成された請求項１に記載のシート体。
【請求項７】
　前記不織布シートは、機械方向ＭＤもしくは鼻筋縦の方向に沿って、ミシン目状の切り
込み線が、縦方向、やや斜め方向、弓状に複数列形成されてなる請求項１に記載のシート
体。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本願発明は、固着剤を有するパック用シートに関する。
【背景技術】
【０００２】
　　　従来品は、例えば、雑誌広告や通販ＴＶ放映による、薬剤を有して顔に貼りつけら
れたパック用シートの状態が、顔の立体形状に対してフィットされた状態にほぼ乏しい場
合がある。例えば、顔の立体形状に沿わず、複数の皺や肌とシート体との間に空気を挟ん
だ状態やシート体に皺を生じさせて貼りつけられている。
【０００３】
　　　特開２００５－２１１４２５号公報は、請求項５及び段落００２４に、不織布シー
トのシート状フィルムと接する面に所定の図柄又は看板可能としている。しかし、本願発
明の面打ちやパーツ絵柄部の発明の記載がない。
【０００４】
　特開２０１５－１５９８４２号公報は、図２に再生セルロース連続長繊維不織布に、予
め不織布シートに単に印刷で完成させた絵柄である、グラビア印刷からなる隈取模様を有
して、顔に貼り付けた発明である。本願発明の実施例の、パーツ絵柄部を有し、顔に貼り
付けられたことで完成絵柄となる発明の記載が無く、本願発明と異なります。
【０００５】
　　　特許第５０６６７２２号公報は、額部、左右双方の目尻の縁部、左右双方の頬の縁
部、顎の縁部喉の縁部、首の縁部の周縁、鼻部、口部つまみ用突出部を少なくとも一つ設
け、つまみ用突出部を対で分割するための少なくとも１本の切り込み線を設けて互いを係
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止する。本願発明の、同時に行えるフィットやリフトアップ機能を有する切込み線により
、両片にタブが形成される発明とは異なる。
【０００６】
　　　特開２０１１－１２５６１０号公報は、請求項１、請求項３、段落０００７、図2
及び段落００１８～００２５に、ほぼ顔を覆う平面体図2を左右対称の二つに折られて構
成される仮面に似たる立体型フェイスマスクの発明である。本願発明は、貼り付けられた
後に自らの顔に沿った面打ちのパック用シートとなる。
【０００７】
　特許第５２９７０５０号公報は、この発明の目的は、１枚のフェイスマスクにおける頬
に対向する部分に所定形状の切り込みを形成することで、頬のリフトアップ状態を維持す
るフェイスマスクである。本願発明の切込み線を隔て、上部の片と下部の片の双方にタブ
を備えて、上部のタブを下方向、下部のタブを上方向に引っ張るフィットやリフトアップ
の双方を有する機能を備えていない。
【０００８】
　特許第４４９２９８０号公報は、使用する際には、二つに折ったフェイスマスクの左右
上部縁を持って観音開きのように開けてゆくと鼻の部位が立体三角形となって仮面の裏側
に似たる形状となり、～の発明である。本願発明は、顔の立体形状に貼り付けた後に、パ
ーツ絵柄部とと固着剤により面打ちされる発明なので既出願とは異なるものである。
【０００９】
　更に上述の既出願には、本願発明によるフィットさせる機能とリフトアップの機能と貼
り付けられた後に固着剤により自らの顔に面打ちされる、パーツ絵柄部と肌に液剤の均一
塗布する多機能を同時に有する発明が記載されていない。
【００１０】
　フェイスマスクは、両眼や口に対抗する部分には切り欠き孔や鼻部に対向する部分は切
り欠き線を設け、刃型で打ち抜くことによって形成されて、美容液の含浸やシート体には
美容効果が得られる原料を含ませられ構成される。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００１１】
【特許文献１】特開２００５－２１１４２５号公報
【特許文献２】特開２０１５－１５９８４２号公報
【特許文献３】特許第５０６６７２２号公報
【特許文献４】特開２０１１－１２５６１０号公報
【特許文献５】特許第５２９７０５０号公報
【特許文献６】特許第４４９２９８０号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１２】
　　　従来品に、顔の立体形状に沿わず、例えば、複数の皺や肌とパック用シートとの間
に空気を挟んだ状態で単に貼りつけられている。
【００１３】
　本願発明は、課題を解決するために、フィットする仕組み、リフトアップする仕組み、
顔の立体形状に沿った面打ちされる仕組み、パーツ絵柄部の仕組み、液剤の均一塗布の仕
組みのそれぞれを備えたパック用シートを提供する。
【課題を解決するための手段】
【００１４】
　本発明は、不織布シートに固着剤を有する液剤が含まれて少なくとも顔の一部を覆うこ
とができるシート体であって、
　シート体は、鼻筋縦方向の、左の領域と右の領域の左右双方の領域にそれぞれ内側から
外側の輪郭線に向かう少なくとも左右で1組の切込み線を有し、左の切込み線上部に位置
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する左上片には下方に向かうタブが設けられ、左の切込み線下部に位置する左下片には上
方に向かうタブが設けられ、右の切込み線上部に位置する右上片には下方に向かうタブが
設けられ、右の切込み線下部に位置する右下片には上方に向かうタブが設けられ、左上片
はタブによって左下片と重ねられ、右上片はタブによって右下片と重ねられるシート体で
課題を解決する。
【発明の効果】
【００１５】
　本願発明は、自らの顔の立体形状に沿って、肌にシート体がフィットされた状態と肌の
弛みを持ち上げて強くリフトアップされた状態に貼り付けられて、同時に薬剤が肌に均一
塗布させて、固着剤により自らの顔の立体形状に沿った形状に面打ちされて、一定の時間
を固着させ物理的な効果と美容効果を同時に期することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１６】
【図１】シート体の平面図
【図２】図１が面打ちされた説明図
【図３】図1にパーツ絵柄部を有する平面体
【図４】図３が面打ちと完成絵柄の説明図
【図５】図1又は図３のシート体を打ち抜く説明図
【発明を実施するための形態】
【００１７】
　本願発明は、図１の平面体の、例えば、不織布シートのＭＤ方向と鼻筋方向符号２を合
わせて、少なくとも顔の一部（以下、「顔」という。）が覆われる形状に刃型で打ち抜か
れたパック用シート（以下、「シート体」という。）に以下の仕組みが備えられている。
【００１８】
　シート体は、鼻筋縦方向の、左の領域及び右の領域のうち少なくとも一方の領域に内側
から外側の輪郭線に向かう1本以上の切込み線を有し、切り欠き線に隔てられた上片及び
下片のそれぞれに１つ以上の摘まめるタブを備えて顔に貼り付けられる。更に、シート体
は、例えば、1つ以上の第１発明又は第２発明又は第３発明又は第４発明を任意に併用す
ることで、これら併用された発明のそれぞれの効果が同時に得られることを特長とする。
【００１９】
　第１発明は、鼻筋を軸にして、シート体の左右双方の領域に、強くフィットさせる仕組
みと強くリフトアップさせる双方の仕組み（以下、「物理的な仕組み」という。）を同時
に備えるための、左右双方の内側から外側方向の輪郭線に向かう１組以上の切込み線を有
する。
【００２０】
　1組以上の切込み線（以下、「1組の切込み線」という。）は、左右双方の領域に切込み
線符号１７によって隔てられる上部の片符号３５と下部の片符号３７が形成され、それぞ
れ１つ以上の摘まむことができる、上部の片にタブ符号３４と下部の片にタブ符号３６の
摘まめるタブ（以下、「タブ」という。）が形成される。
【００２１】
　　　物理的な仕組みは、左右双方の領域に1組の切込み線によって隔てられた左の領域
の上部の片と下部の片にそれぞれに有する摘まめるタブにより、上部の片を下の方向に引
っ張り、下部の片を上方向に引っ張り貼り付けると、シート体に面する肌の細部にわたり
、強いフィットを体感させる或は強いリフトアップの体感が得られ、タブによって上部の
片と下部の片を重ねて貼り付ける仕組みである。
【００２２】
　　　左右双方の切込み線符号１７のタブは、切込み線を境に分けた上部の片符号３５に
上部タブ符号３４を設けて、上部タブを摘まんで顔の鼻筋方向の額から下顎の下の方向に
引っ張ることで、フィットさせることが難しい鼻翼部分や鼻翼の近傍を強くフィットさせ
て貼り付けられる。
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【００２３】
　続けて、切込み線符号１７を境に分けた下部の片符号３７に下部タブ符号３６を設け、
下部タブを摘まんで顔の鼻筋方向の下顎から額の上の方向に引っ張ることで、頸部や顎部
や左右双方のほほ部の弛んだ肌のそれぞれ細部までの領域を強くリフトアップさせて貼り
付けることができる。
【００２４】
　更に、左の片と右の片の双方のタブを摘まみ左右双方を同時に引っ張り上げると双方の
シート体に面する肌の弛みを引き上げることでリフトアップはより効果的である。次に、
双方のタブによって切込み線の上部の片を貼り付けて、下部の片を重ねて貼り付けるもの
である。貼り付ける順序は任意である。
【００２５】
　　　左右双方の切込み線符号１４は、符号１７の発明と同様の仕組みを備えると、物理
的な効果と美容効果が得られるから、左右双方に設けられる、上部の片のタブを下の方向
に引っ張ると額部にフィット感が得られ、下部の片のタブを上の方向に引き上げることで
、左右双方の目尻の領域にフィットを強く体感させ、左右双方のほほ部の肌の弛みを強く
引き上げる効果が得られる。
【００２６】
　上述の切込み線符号１７に有する効果に、切込み線符号１４の効果が任意に加えられ、
従来品と異なる仕組みの、本願発明のシート体が備える物理的な仕組みによりシート体に
面する肌のそれぞれの領域に物理的な効果と美容の効果が同時に得られる。
【００２７】
　　　タブの形状は、切込み線符号１７もしくは切込み線符号１４の任意に選択された曲
線等を有する切込み線により形成されるものであり、例えば、、鋸形状又は矩形状又は円
形状又は波形形状又は星型形状又は多角形状及び異形のつまみ等である。タブの数やタブ
の大小やタブの位置等は任意である。
【００２８】
　　　本願と異なる従来品は、輪郭縁部につまみを容易にするための、例えば、輪郭線に
1つ以上の突出部設けて、突出部を摘まみ貼り付けるやフィットやリフトアップを体感さ
せている。或は、切込み線を設けて、例えば、切込み線が隔てた下部の片に頸部から左右
双方のほほ部のリフトアップの仕組みを備えている。
【００２９】
　　　従来品の輪郭部に備える突出部は、顔の鼻筋縦の方向を軸にして、概ね左と右の横
の方向に引っ張る用法に限られているものである。従来品と異なる本願発明は、左右の領
域の、上下の片の双方にタブが備えられていることから、従来品の左右の横方向の体感に
加えて上下の方向へのフィット感とリフトアップ感が得られる仕様が施されている発明で
ある。
【００３０】
　　　切込み線先端と輪郭線符号３は、切込み線で輪郭線が切り込まれると、折り畳まれ
たシート体の展開や貼り付ける際に、互いが縺れて貼り付け造作が難しいので、切込み線
先端と輪郭線のあいだに切り残し部符号１８を設け、貼り付ける際に千切ると造作はスム
ーズである。
【００３１】
　　　すなわち切り残し部の有利は、不連続線で構成することなく、切込み線を連続線に
より構成し、隔てられる上部の片と下部の片の双方に1つ以上のタブを設けて、造作なく
貼り付けることが可能である。切り残し部を千切ることに手間暇がかからないから、切込
み線の仕様は連続線が望ましい。
【００３２】
　特許第５２９７０５０号公報は、不連続の切込み線によって切り残し部を形成している
が、不連続の刃型構成に精度が要求され、多くの枚数を打ち抜く又は多くの枚数を重ねて
打ち抜くことでピッチを構成する刃の角の精度が衰え、刃型の交換時期や刃型の単価が上



(6) JP 2018-114259 A 2018.7.26

10

20

30

40

50

がる。貼り付ける際、不連続の繋ぎを切り離すことは貼り付ける際に難儀である。切込み
線の不連続仕様の選択は任意である。
【００３３】
　第２発明は、例えば、図１シート体符号１が、顔に貼り付けられた後に、固着剤を有す
る液剤により図２の自らの顔の立体形状に沿った面打ちを有し、自らの顔の面打ちは肌に
固着されて、第１発明の物理的な効果と第２発明の面打ちされた効果が加わり、美容の効
果が同時に得られる発明である。
【００３４】
　シート体は、第1発明の物理的な仕組みを備え、第２発明の面打ちの効果が得られる固
着剤により、図1が図２と貼り付けられて、もしくは図３が図４に貼り付けられて延び広
がる不織布の繊維と繊維が固定されて、図２もしくは図４の覆われて貼り付けが終えたこ
とにより、自らの顔の立体形状（以下、「３Ｄ形状」という。）に沿った面打ち形状符号
３１となる。
【００３５】
　固着剤を有するシート体は、貼り付けを終えることで、固着剤により、顔の３Ｄ形状に
沿って延び広がった不織布の繊維と繊維の間が固定され、顔の３Ｄ形状に沿って自らに面
打ちされて、肌に密着して固着された形状及び状態を一定の時間保持することができる。
【００３６】
　　　固着剤は、第１の発明を終え、第２発明の貼り付けを終え、図２の、自らの顔の３
Ｄ形状に面打ちされて、肌に安全性と安定性を有する薬事の原料である。後で述べる図４
は図２と同様の固着剤である。
【００３７】
　面打ちは、シート体の、時間の経過と共に固着剤を有する液剤の精製水やアルコール類
等が体温により徐々に蒸発するから、自らへの面打ちがスムーズに行われて、自らの肌に
フィットした状態と肌の弛みが引き上げられた状態と液剤が肌に均一塗布された状態を固
着させ一定時間の保持できる。
【００３８】
　固着剤での固定は、顔の肌への加齢と共に垂れ下がる左右双方の両ほほ部や両顎下部の
皮下組織を、例えば、左右双方の下部分から上部の方向に向かい、皮膚の弛みを持ち上げ
ながら貼り付け固定されて、加齢の肌の状態を以前の肌の状態に多少戻し、第１発明と第
２発明の効果が同時に得られる。
【００３９】
　面打ちの効果は、自らの顔の３Ｄ形状に一定の時間、固着させることを継続させること
ができ、肌に固着されたシート体によって第１発明の物理的な効果と美容効果の双方の効
果が同時に得られている状態であることが示されている。
【００４０】
　　　第３発明は、第１発明に第２発明加え、シート体図３の肌と接する面と逆の面の表
面にパーツ絵柄部を有し、図４の顔の３Ｄ形状に沿って貼り付けられたことを知らしめ確
認できるパーツ絵柄部が集まりもしくは組み合わせられた絵柄（以下、「完成絵柄」とい
う。）を設けることができる。
【００４１】
　　　本願発明は、購買者への訴求の、完成絵柄を、封入パッケージに表現し、シート体
にはパーツの絵柄部が印刷されて、顔に沿って貼り付けられ面打ちされると同時に、シー
ト体の肌と接する面と逆の表面にパーツ絵柄部が集まりもしくは組み合わされて完成絵柄
を表現するものである。
【００４２】
　本願発明は、例えば、封入パッケージに完成絵柄が表現されて、平面体にはパーツの絵
柄部が表現されて、顔の立体形状に沿って貼り付けられることにより完成絵柄が得られる
から、楽しみは美容の用法の始めから終了まで継続される。
【００４３】
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　　　完成絵柄は、図３の打ち抜かれた不織布シートに予め、顔に貼り付けて完成する完
成絵柄の基となるパーツの絵柄部（以下、「パーツ絵柄部」という。）を印刷によって設
けられる。
【００４４】
　パーツ絵柄部は、完成絵柄を分散させ印刷された絵柄であり、顔の３Ｄ形状に貼り付け
られた後にパーツ絵柄は図４の完成絵柄となる。
【００４５】
　パーツ絵柄部は、例えば、印刷又は円や楕円や異形の形状の打ち抜き又は円や楕円や異
形の形状
　の型押しなどが分散されて構成されている。
【００４６】
　印刷は、オフセット印刷又はオフセット輪転印刷又はシルク印刷又はホットスタンプ又
はスクリーン印刷又はグラビア印刷の1つ以上の印刷であり、加えて、打ち抜き又は型押
し方法も併用できる。
【００４７】
　打ち抜きは、正円又は楕円又は異形の形状等を打ち抜いた形状である。
【００４８】
　型押しは、正円又は楕円又は異形の形状等の型押形状である。
【００４９】
　　　完成絵柄と面打ちの双方同時の状態は、自らの、顔の３Ｄ形状にフィットさせて、
肌の弛みを持ち上げる状態の、不織布シートの繊維と繊維の間が固着剤で固定され自らの
面打ちを設けて保持しており、上述の物理的な効果と面打ちの効果と完成絵柄を見て楽し
める効果と美容の効果が同時に得られて、これら一定の時間を保持した状態を示している
。
【００５０】
　使用者の有利は、貼り付けられた一定の時間を、上述の物理的な効果と面打ちされたこ
とによりと美容効果に加えて、パーツ絵柄部が貼り付けられて、図４の完成絵柄を見て楽
しめる効果が同時に得られ、本人や家族たちの興味そそり、美容の追及にも繋がる。
【００５１】
　シート体は、パーツ絵柄部に併せて、切込み線又は切り欠き線又は不連続の切込み線又
はシン目状の切込み線や、これらを複数列に設ける及びいずれかを組み合わせ（以下、「
切り込み線」という。）を必要に応じて設けることで、シート体が顔の横方向にスムーズ
に延びて広がり、パーツ絵柄部がスムーズに完成絵柄となる。
【００５２】
　既出願は、完成絵柄を、例えば、封入パッケージとパック用シートに印刷等によって表
現する。しかし、顔に貼り付けられて表現された絵柄は、当初の封入パッケージや不織布
シートに印刷された完成絵柄が立体形状に貼り付けられるからいびつな絵柄の当初と異な
る絵柄となり、貼り付けた際の楽しみが減少する。
【００５３】
　不織布シートの抜き図５は、例えば、不織布シートが持ち合わせる特性の、引っ張る機
械の方向符号２８を鼻筋縦の方向符号２に合わせて打ち抜かれることが、鼻筋方向には伸
びずに、左右双方のほほ部の方向の幅方向符号２９に延びて顔の立体形状を覆うことがで
きる。
【００５４】
　完成した完成絵柄は、例えば、動物を示し、乗り物を示し、風景を示し、ホラー、ゾン
ビなどを示すものであり、１つ以上のパーツ絵柄部や切り込み線が集まったものである。
【００５５】
　完成絵柄は、パーツ絵柄部で構成されて、例えば、両眼部符号７や鼻部符号９の凸部や
左鼻翼符号１１、右鼻翼符号１２の溝部や左ほほ部符号１９、右ほほ部符号２０や左右双
方ほほ部、顎部符号２１や首部符号３２のいずれか任意に設け、フィットやリフトアップ
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等して自らの顔の３Ｄ形状に沿って貼り付けられたことにより完成した完成絵柄となる。
　
【００５６】
　パーツ絵柄部を有する図３は、能書の用法を基に貼り付けられた自らへの面打ち図４は
、円や多角形状の打ち抜き形状や型押し形状を任意の領域に１つ以上有しており、貼り付
けられた際に、例えば、口部符号１５の口符号２６の楕円符号１６が打ち抜かれた縦横か
らの引っ張る力によって、完成絵柄の正円符号３３の状態を示している。パーツ絵柄部の
円や多角形状の打ち抜き形状や箔等の型押し形状を、例えば、縦横に引っ張ることにより
完成させる完成絵柄であればよい。
【００５７】
　　　完成絵柄は、例えば、ヒトまたは動物または玩具または地理または天文または文字
または乗り物または図形及びキャラクターなどのパーツ絵柄部が集まるもしくは組み合わ
された絵で示される。
【００５８】
　　　本願発明の印刷は、布やシート体に印刷するインキの種類や方法は、完成品として
薬事の規定される期間３年又は５年間において安全性・安定性を有し、インキなどが液剤
に溶出しない変色、異臭、減量等に至らない手法の選択が必須である。
【００５９】
　加えて、化粧品の薬事法の基準や印刷業界の基準に準じた色材や技術や生産工程で製造
されて、肌に対して安全性・安定性の保証が確保された製品が必須である。これらは、パ
ッチテストなどを行って、皮膚科の医師の診断（判断）と採用が承認される確認書（印）
が望まれる。
【００６０】
　　　本願発明は、シート体に、例えば、人の顔の、その他の、印刷するパーツ絵柄部を
有し、貼り付けられ面打ちされて完成絵柄となる具体例を示す。
【００６１】
　　　パーツ絵柄の位置は、不織布シートは、例えば、縦に伸びずに横方向に延びる特性
を有しているから、鼻部の、左の鼻翼から右の鼻翼の横方向への延び率や繊維の素材や目
付量及び不織布の製法を検証して、以下において印刷することが望まれる。
【００６２】
　顔に貼り付けて完成する完成絵柄とシート体の形状は、例えば、眉間下部の近傍符号8
を頂点とし、左の鼻翼符号１１から鼻尖符号１３を経て右の鼻翼符号１２を順に結ぶ略二
等辺三角形とする切り欠き線符号１０の近傍の領域にパーツ絵柄部が備えられて貼り付け
られた状態は、鼻部下端が横方向に延びて略正三角形となることが望まれる。
【００６３】
　左と右の鼻翼は、左鼻翼が左の外側方向に延ばされて、右鼻翼が右の外側方向に延ばさ
れて順に結ばれた距離は、ＣＤ方向になぞりあるいは引っ張り広げられて斜辺の距離と同
じ距離となることが望まれる。
【００６４】
　用法は、両指の腹でなぞり、更に、フィットは横方向に引っ張り広げて、眉間下部の近
傍から左鼻翼、眉間の近傍から右鼻翼を結ぶ放射状に広がる領域に図柄が完成するもので
ある。完成した絵柄が、領域からはみ出しても問題としない。
【００６５】
　　　パーツ絵柄部の位置は、不織布シートが縦に伸びずに横方向に延びる特性を有して
いるから、貼り付けて、自らの顔の立体形状に面打ちされると同時にパーツ絵柄部が集ま
るもしくは組み合わされた完成絵柄となる。
【００６６】
　図３の口部は、例えば、口部の、左方向と右方向のいずれか横の方向への延び率や繊維
の素材や目付量及び不織布の製法を検証して、口からの呼吸を妨げず、以下において打ち
抜きや印刷することである。
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【００６７】
　詳しくは、顔の３Ｄ形状に貼り付けて完成する完成絵柄とシート体の形状は、口部に相
当する領域符号１５の、例えば、１つ以上の、縦の方向の楕円孔符号１６に打ち抜かれた
パーツ絵柄部を設ける。
【００６８】
　図４の完成の絵柄は、パーツ絵柄部が、左の口端部から右の口端部までの領域を覆い美
容効果を得るためにＣＤ方向になぞり或は引っ張り広げられて、縦方向の楕円形が、例え
ば、左右双方から引っ張ることにより正円符号３３又は長手方向の楕円孔となるパーツ絵
柄部が完成の完成絵柄である。
【００６９】
　　　口符号２６と正円符号３３の矯正感は、例えば、口符号２６を設けたパック用シー
トを引っ張り矯正すると唇が現れるので矯正度が低く、正円符号３３を表現する矯正は口
部全域を覆い抑えるので、肌の弛みを引き上げて包み込まれる状態をつくるから、矯正度
が高く図２の面打ちや図４の完成絵柄に設けると物理的な効果がかなり大きい。
【００７０】
　図２や図４は、口部の領域に小孔、楕円孔、多角形の抜き孔が複数孔を設けて貼りつけ
ることにより、貼りつける凡そ１０分の間の口部を固定し喋らず、更に、顔の全体に物理
的な仕組みの効果と固着される自らへの面打ちの効果が得られて、しっかりとした美容の
用法が行えるものである。
【００７１】
　バスのパーツ絵柄部符号２２図３は、シート体にほほ部切り欠き線符号１４、顎部切り
欠き線符号１７を設け設け、切り欠き線の先端と輪郭線のあいだに切り残し部符号１８を
設けて、使用の際は切り残し部を千切り離して貼り付ける。
【００７２】
　完成絵柄は、図３のパーツ絵柄部の、バスのタイヤ符号２５を有し、左縁部符号５をつ
まんで内側から外側方向に引っ張り、左縁部符号６をつまんで内側から外側方向に引っ張
り、バス前部符号２３とバスの後部符号２４のパーツ絵柄部はＣＤ方向符号２７に延ばし
調整してなぞり貼り付けることで図４の完成絵柄となる。
【００７３】
　バスの停止状態や走行状態をパーツ絵柄部が集まりもしくは組み合わされることから完
成絵柄が表現できる。
【００７４】
　貼り付けた完成絵柄は、例えば、停止されたパーツ絵柄部が走行する完成絵柄となって
、面打ちされた物理的なフィットの効果と肌の弛みの引き上げ効果と肌への美容が期する
薬事効果と完成絵柄を楽しむ効果が同時に体感できる。
【００７５】
　口部は、例えば、ギャラクシーと円盤のパーツ絵柄部や円（正円もしくは楕円など）の
打ち抜きを1つ以上設け、シート体の縁部を摘まんで内側から外側のＣＤ方向へ引っ張り
、絵柄がＣＤ方向に延びて円盤などの楕円形の完成した完成絵柄と固着された物理的な効
果と美容効果が同時に体感できる。
【００７６】
　飛行機の完成絵柄は、例えば、飛行機の左右の羽根に沿った１つ以上の切込線を左右の
口元から外側の方向に備えて、１つ以上のパーツ絵柄部に沿って、１つ以上の切込線を備
えて、左右のほほ部に水平翼が貼りつけられることで、左右の両翼が、完成絵柄の、飛行
機の水平の備えた両主翼の状態と固着された物理的な効果と美容効果が同時に体感できる
。
【００７７】
　樹木の成長の完成絵柄と美容効果は、鼻筋縦方向と不織布シートのＭＤ方向と併せて、
１本以上の樹木がＣＤ方向に延びて太る完成絵柄と固着された物理的な効果と美容効果が
同時に体感できる。
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【００７８】
　本発明のシート体は、顔に貼り付けられて、完成絵柄と立体形状に固着した自らへ面打
ちされた状態が以下の相乗効果を得ることができる。
【００７９】
　完成絵柄は、上述の効果に加えて、顔にフィットされて、顔の３Ｄ形状を適正に覆い、
固着剤で固定されて貼り付けられる際、例えば、顔の３Ｄ形状に肌とシート体の間にシー
ト体の皺や弛みによって空気が挟まれてシート体と肌との間に隙間が生じることを防ぎ、
肌に効能効果を有するための薬剤が均一に塗布されたことを示す。
【００８０】
　両眼部の領域は、フラップなる蓋状の領域に正円、多角形状等を設けて、貼り付けた完
成絵柄は、シート体が抜かれた時点の形状を有することで、例えば、顔の立体形状にフィ
ットされて、リフティングされた貼り付け効果と美容効果が同時に体感できる。
【００８１】
　　　不織布シートは、自然素材で構成される不織布シートや化学繊維で構成される不織
布シートや自然繊維と化学繊維を有する不織布シートによって構成されるものである。
【００８２】
　鼻筋縦の方向符号２のＭＤ方向には伸びず、顔の立体形状に対応して貼り付け容易なＣ
Ｄ方向に伸縮性を有することが望ましい。縦横に延びる不織布シートであっても問題とし
ない。
【００８３】
　目付の選択は、不織布シートの、例えば、１５（ｇ／ｍｍ２）～１２０（ｇ／ｍｍ２）
を採用することも可能であり、不織布シートの製法や目付の選択は任意である。スパンレ
ース製法で構成される不織布シートが望ましい。
【００８４】
　　　自然素材で構成される不織布シートは、例えば、コットン、テンセル、リヨセル等
の自然繊維から構成されている。更には、自然界の、繊維に炭の粉等の練り込みやコーテ
ィングの加工を施した繊維であってもよい。
【００８５】
　　化学繊維で構成される不織布シートは、レーヨン、ポリエステルフタレート、ポリプ
ロピレン、ポリエチレン等の化学繊維から構成されている。
【００８６】
　例えば、目付の低い１５（ｇ／ｍｍ２）不織布シートの片面または両面に補強となる樹
脂フィルムや不織布等、片面または両面に離型（剥がす）できる不織布シート又は樹脂フ
ィルムを備えてもよく、貼り付ける際に不織布シート又は樹脂フィルムを手順に従って、
例えば、特許第４９９５９８１号公報に従って剥がせば使い勝手がよい。
【００８７】
　本願発明は、例えば、以下のタイプの平面体を任意に打ち抜かれる。
【００８８】
　例えば、パック用シートに打ち抜かれる形態は、ほぼ顔を覆う額符号４の上部から下顎
部分、加えて、頸部符号３２近傍までを覆うことができいる、凡そ１９０ｍｍ～２８０ｍ
ｍ、左の頬部の端部から右の頬部の端部までは凡そ２１０ｍｍ、左右耳部双方の端部まで
は凡そ２４０ｍｍの形状である。
【００８９】
　例えば、セパレーツ型は額の上部から左右双方のほほ部から頸部符号３２までの凡そ１
９０ｍｍ～２８０ｍｍ、を上部分と下部分に任意に分けて覆う形態である。
【００９０】
　更に、シート体の輪郭線上符号３の、左右双方の縁部に少なくとも1組の、左右双方の
耳部に掛け止めるための切り欠き部を有する端部を設けると、フィットやリフトアップの
状態の美容効果を継続できる等のこれらシート体の企画は任意である。
【００９１】
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　　　しかし、従来品は、液剤と共に封入された左右双方に耳に掛け止める孔や切り欠き
線を設け、シート体には液剤が含有されているから、貼り付けて耳部に掛け止める際、シ
ート体に面する領域にも液剤がするから、シート体が面する左右双方の耳部や近傍の肌や
毛髪を汚すことに繋がる。
【００９２】
　　　本願発明のシート体は、自然繊維と化学繊維で混合され、1つ以上の左右両眼部や
口部と左右双方に耳に掛け止めるための孔や切り欠き線の周辺円周に熱シールで加工され
た波状の形状の溶着領域を有し、非溶着領域と溶着領域の双方が、少なくとも薬事の保障
の期間、密閉された袋に高い粘度を有する液剤と共に封入されて、肌に面する溶着領域の
自然繊維には当該液剤が付着している。
【００９３】
　　　付着の液剤は、シート体に面する肌や髪の毛を汚すとされる溶着領域の液剤を指先
やテッシュでふき取ることで解決する。しかしながら、本願発明は、非溶着領域に含浸さ
れる液剤が溶着領域の連続する1つ以上の波状の形状に移行することを防止する発明を提
案する。
【００９４】
　波状の輪の形状は、1つ以上の左右両眼部や口部と左右双方に耳に掛け止めるための孔
や切り欠き線等の、切り欠き線や切り欠き孔の周辺周縁に帯状に繋がり、熱加工による固
められて連続する波状の輪の形状であり、例えば、1つ以上の輪の状態の断面が1つ以上の
平行する波型が設けており、拭き取られた後の貼り付ける際に液剤が含浸領域から波状の
輪の形状への移行を防ぎ、シート体に面する耳部近傍の肌や髪の毛への汚れを防止するも
のである。
【００９５】
　　　本願発明と異なる発明の、国際公開第２０１４－１４０６６３号公報の記述がある
。明細書の段落０１２７に「融合部分１６２は、化粧品組成物を寄せ付けなくなり、した
がって、化粧品がユーザーの両耳に面して、またはユーザーの髪に面して位置することを
防止する。」と記述されている。
【００９６】
　　　既国際出願と異なる本願発明は、自然繊維と雅楽繊維を混合し、熱シールで溶着領
域に波状の輪の形状を有し、密閉された袋に、美容液とする高い粘度を有する液剤と共に
一定期間封入されて、常時液剤に面している状態であるから、非溶着領域には当該液剤が
含浸されており、一方の自然繊維が含まれる溶着領域にも当該液剤が含浸及び付着されて
いる状態の発明であり、シート体に面する耳部近傍の肌や髪の毛への汚れを防止する実施
は、指でふき取る或はテッシュ等で拭き取ることが必要な発明であり、溶着領域に僅かな
含浸された及び付着された液剤をふき取った後に貼り付けることが必須である。
【００９７】
　故に、本願発明は、自然繊維を含む溶着領域に含浸及び付着している液剤を予め指部や
テッシュでふき取ることが必須としており、既国際出願とは異なります。
【００９８】
　　　更に、一般に知られた試験の、化学繊維と自然繊維で構成される事例を述べる。
【００９９】
　「溶着領域の、自然繊維には極僅かに液剤を有している」は、公知の薬事試験の事例の
、樹脂フィルムシート／自然繊維の不織布シート／樹脂フィルムシートを構成する包装体
の内部に液剤を設け、周囲をシールで密閉する包装体の、薬事の有効期間３ヶ年間に値す
る薬事試験において、辺の裁断部に自然繊維の不織布シートが現れているから、自然繊維
が液剤を含浸して伝い外部に滲出させて、当初の充填量が規定容量内に保持できない、薬
事の製品に満たない事例が存在する。
【０１００】
　すなわち、自然繊維に液剤が存在することを現し、本願発明の溶着領域の、自然繊維に
も液剤が含まれていることを証明している。
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【０１０１】
　波状の形状は、シート体の含浸液剤が含浸領域から波状形状に液剤の移行が止められる
。化学繊維と自然繊維の双方が混ざるシート体の、熱シールによる化学繊維を固められた
部分において液剤の含有率と残存率はごく少なくなり、拭き取られた後の、液剤が近傍に
垂れて波状形状に面する部位を汚さない。
【０１０２】
　波状の輪の形状は、熱加工が行える波状を連続させた形状を有する治具により形成され
る。
【０１０３】
　　　波状の形状は、左右双方の耳部の部位や両眼部や口部等の任意の部位に設ける。加
えて、目の不住な方が、指で固められた波状形状に触れることで美容用法のブラインド形
状及び形態となりえる。
【０１０４】
　　　本願発明のブラインド形状及び形態は、目の不自由な方が指先で触れて容易に判別
が可能な以下の工夫された形状及び形態である。
【０１０５】
　ブラインド形状及び形態の判別・確認できる条件は、例えば、自然素材と化学繊維を混
ぜた不織布シートの平面体が熱シール等により固められた硬さを有する上述の波状が続く
立体形状等に加工された形状及び形態である。
【０１０６】
　　　従来品のブラインド形状とされるつまみ部や耳かけ部に液剤が含まれることで柔ら
かくなり、目の不自由な方が指先で触れるだけでは形状及び形態の判別することが難儀で
あり、例えば、左右双方に設けるつまみ部、更に違えて設けられるとかなり判別が難儀で
ある。
【０１０７】
　　　従来品は、液剤が含まれることで柔らかくなるブラインド形状を判別する難儀は、
目隠しされた健常人又は目の不自由な人にあっても指先で触れての判別は熟練してもかな
り難しいものである。例えば、ゲーム麻雀の、ゲーム台の面に字や絵の面が接して伏せら
れた牌の、字や絵のそれぞれを指先で触れて判別し特定するものに似ているが如く難儀な
ものである。
【０１０８】
　本願発明は、従来品の、自然素材からなる不織布シート、又は、自然素材と少なくとも
化学繊維を有する不織布シートからなるフェイスマスクの、つまみ部や左右双方の耳部等
、シートに液剤が含浸されると柔らかくなる形状及び形態をブラインド形状及び形態であ
ると定義しない。
【０１０９】
　シート体は、例えば、不織布シートの横方向に延びる特性と固着剤を含有する薬剤又は
雑貨（以下、「液剤」という）を有し、折り畳まれて包装体に封入する。包装体への封入
は、少なくともバリア機能を有することが望まれる。
【０１１０】
　　　薬剤は、化粧品、医薬部外品、医薬品の効能効果が得られる、液状、クリーム状、
パウダー状、ペースト状等である。薬剤を有するシート体は、例えば、薬剤が塗布された
シート体、練り込みされたシート体、ゲル剤のシート体、バイオセルロースのシート体、
白粉紙のシート体、脂取り紙のシート体等である。
【０１１１】
　固着剤は、不織布シートの、貼り付け終えて延び広がった繊維と繊維の間を繋ぐことが
できる粘着性を有する原料がよい。原料は肌と直接接するから、化粧品原料基準又は部外
品原料基準又は医薬品原料基準に該当する原料であり、製品の安定性・安全性が確認でき
るテストや肌へのパッチテストが望まれる。
【０１１２】
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　固着剤は、貼り付けることで伸び広がった状態のシート体の、自らの顔に沿った３Ｄ形
状を、シート体が構成する不織布の繊維と繊維の間が固着剤で固定されるものであり、貼
り付けられた後にシート体が、自らへの顔に面打ちされた立体の形状をつくり保持し、例
えば、用法が終える一定の時間を肌に強く固着させる。
【０１１３】
　固着剤の原料は、医薬品又は医薬部外品又は化粧品原料であり、選択は任意であるが、
繊維系のカルボキシメチルセルロースやでんぷんやデキストリンや糊剤等が望ましい。原
料に粘着性を有し、肌への安全性・安定性が要求される。
【０１１４】
　　　包装袋に、固着剤を同梱させて、シート体を顔に貼り付けた後に、固定剤を塗布し
、顔の立体形状に沿って固着させてもよいが、例えば、肌と面する逆側の面に身近である
掌によって塗布することが一般的であるから、表面への固着剤の塗布にムラと効果にムラ
が生じる結果となり、当初のシート体がもたらす面打ちの効果が得られない。予め、固着
剤は液剤に含有されることが望ましい。
【０１１５】
　更に、当初より液剤に含有されていないから、シート体全体に固着剤が均一含浸されて
おらず、肌に面する逆側の表面に塗布されるから、固着剤の当初の効果が期待できない。
【０１１６】
　薬剤以外の材料（以下、雑貨という）は、例えば、「冷感（体温、かぜ熱を下げる）：
小麦粉＋水」、「温感、発汗（体温を上げる）：唐辛＋小麦粉＋水」、「美容（野菜）パ
ック：キュウリのスライスパック」、「泥（クレイ）：泥パック」「炭の粉：皮脂や汚れ
や古い角質の吸着や臭いの吸着パック」等である。
【０１１７】
　封入は、例えば、シート体と液剤を、バリアを有する袋、チャック機能を有する袋、フ
ラップなる蓋を有する袋や樹脂容器等（以下、包装体という）に封入されるとよい。シー
ト体はドライの状態で包装体に封入されてもよく、例えば、フラップは、出願人の特許第
５８９８３７０号公報や特許第６０４１４０９号公報の採用の使用性はより効果的である
。
【０１１８】
　シート体の折り畳みの方法は、例えば、シート体の、左右対称の鼻筋縦軸を中心にして
、左右双方の縁部と縁部を左右二つに折り合わせて、鼻筋縦軸の辺を設け、辺の長手方向
の、額上部と下顎部とが長手方向と交差する任意の線で折り重なり畳まれる。
【０１１９】
　　　輪郭線のつまみ部は、シート体の輪郭線の外側方向に、1つ以上の指で摘まめるつ
まみ部を設けることで、つまみ部を摘まんで折り畳まれたシート体を平面体に広げて、展
開も容易で貼り付けがスムーズに行われる。つまみ部を設ける否か、或は、つまみを設け
る位置と数と形状とこれらの大小は任意である。
【０１２０】
　加えて、取り出して広げる際、シート体の左右につまみ部を備える、もしくは、左右対
称の軸を左右いずれかにずらして折り畳むことで平面体への展開が容易である。つまみ部
は、上下にたがえて設けるとよりつまみ易く広げることが容易である。
【０１２１】
　包装体に封入される際の、上述の折り合わせの、折り合わせた顔の縁部の部位と鼻筋縦
軸の辺を少なくとも１回折り合わせる折り畳みの工程を加えるとよりコンパクトとなり、
包装袋への封入が容易である。
【０１２２】
　シート体に設ける額符号４、両眼部は、両眼部に対応する箇所には長軸が顔面の横方向
である切り欠き孔符号７を設け、又は両眼部に対応する個所にパーツ絵柄を備え、両眼を
覆う蓋状体（フラップ）を有する。
【０１２３】
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　両眼部の蓋状体は、パーツ絵柄を任意に設けることができるものであり、目尻付近と目
頭付近とを結ぶ連続した切り欠き線又は一部不連続部を有する切り欠き線により形成され
るフラップを設ける。
【０１２４】
　更に、貼り付けやすくするための、フラップの輪郭線上に１つ以上のつまみ部を設け、
貼り付けた際、適正な貼り付け方法と、例えば、ホラーを意味する小孔や多角形状の打ち
抜かれたパーツ絵柄が適正な形状が得られることで適正な貼り付けと物理的な効果と美容
効果が同時に体感できる。
【０１２５】
　本願発明のシート体を打ち抜く図３は、不織布ロール符号２７から不織布シートを機械
の引っ張る方向（ＭＤ）に引き出して、ＭＤ方向と鼻筋縦方向を合わせて打ち抜かれる説
明図である。
【０１２６】
　不織布シートの、機械方向ＭＤと鼻筋縦の方向を合わせて抜き、不織布の横方向（ＣＤ
）に広がる特性に加えて、顔の立体形状に対向する領域に、顔面の鼻筋に沿って縦方向も
しくはやや斜め方向のミシン目状の切り込み線を複数列設けると、双方の特長が相俟って
、顔の横幅の方向にスムーズに延び広がらせて、フィットさせて覆い貼り付けることがで
きる。
【０１２７】
　　　シート体の、例えば、任意とする、こめかみに対向する領域に直線もしくは曲線（
弓状等）の、1本以上のミシン目状の切込み線を備えると、当該領域のシート体を内側か
ら外側の方向に引っ張ると、不織布シートの横方向に延びる特性がよりスムーズに延ばせ
て、対する肌にフィット感や引っ張り感を体感させることができる。
【０１２８】
　　　ミシン目状の切込み線は、ＭＤと鼻筋に沿って、直線及び曲線を描く連続もしくは
不連続で繋がれている。
【０１２９】
　　　切り残し部符号１８は、シート体の輪郭線符号３と内側から外方向に向かう切り欠
き線先端との残された部位であり、顔に貼り付ける際は、切り残しがあると互いの片と片
が縺れることが無いので袋から取り出し広げ貼り付ける一連の造作はスムーズである。
【０１３０】
　不織布シートが、縦方向と横方向の双方に伸縮性を有する場合、ＭＤ方向と鼻筋縦の方
向を合わせて打ち抜かなくともよく、任意である。
【０１３１】
　医療目的の、例えば、治癒シートや湿布シート等は、本発明の形態や技術に準ずるとよ
い。
【０１３２】
　本願発明に加えて、本願発明の出願人が既に出願した特許第４３５２４１６号公報、特
許第４４９２９８０号公報、特許第４９９５９８１号公報、特許第５３４２０５６号公報
、特許第５５５１８２１号公報、特許第５６７６８０４号公報の技術と併せることで使用
性が増すので何ら問題としない。
【実施例】
【０１３３】
　　　本願発明の実施例は、第1発明と第２発明と第３発明と第４発明の多機能の仕組み
を備えているから、シート体の使用者にとっては、例えば、いずれかをチョイスができる
から従来品と異なり画期的である。
【０１３４】
　物理的な効果に固着剤を有しているから、顔の、肌に強いフィット感と肌の弛みを引き
上げた状態の、自らの３Ｄ形状に沿って面打ちされて、肌に面する逆の面の表面に完成絵
柄が表現されて、肌に液剤が均一塗布された美容効果これらの効果が同時に得られること
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ができる。
【０１３５】
　面打ちと完成絵柄となる本願発明は、例えば、バスが走るパーツ絵柄部図３と完成絵柄
図４は、左右双方の輪郭部を摘まみ、顔に貼りつけながら、シート体に備える切り残し部
符号１８を切り離して、ほほ部切り欠き線符号１４、顎部切り欠き線符号１７を設け、左
縁部符号５をつまんで内側から外側方向に引っ張り、右縁部符号６をつまんで内側から外
側方向になぞり、引っ張り貼り付ける。
【０１３６】
　貼り付けられて固着される時間は凡そ１０分程度が目安であり、包装体に記載された美
容の用法に準ずる。
【符号の説明】
【０１３７】
　　　　　１　　シート体
　　　　　２　　鼻筋縦（ＭＤ）方向
　　　　　３　　輪郭線
　　　　　４　　額
　　　　　５　　左の縁部
　　　　　６　　右の縁部
　　　　　７　　両眼の切り欠き孔
８　　眉間近傍
　　　　　９　　鼻部
１０　　鼻部の２等の辺（切り欠き線）
１１　　左鼻翼
　　　　　１２　　右鼻翼
　　　　　１３　　鼻尖
　　　　　１４　　左右ほほ部切り欠き線
　　　　　１５　　口部領域
　　　　　１６　　口部の楕円孔
　　　　　１７　　左右顎部切り欠き線
　　　　　１８　　切り残し部
　　　　　１９　　左ほほ部
　　　　　２０　　右ほほ部
　　　　　２１　　顎部
２２　　バス印刷
２３　　バス前部
２４　　バス後部
２５　　バスのタイヤ
２６　　口
２７　　延びるＣＤ方向
　　　　　２８　　不織布シート引っ張る方向
　　　　　２９　　不織布シートの幅
　　　　　３０　　不織布シートのロール
　　　　　３１　　自らへの面打ち
　　　　　３２　　首部
　　　　　３３　　正円
　　　　　３４　　上部片タブ
　　　　　３５　　上部片
　　　　　３６　　下部片タブ
　　　　　３７　　下部片
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【図１】 【図２】

【図３】 【図４】

【図５】
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【手続補正書】
【提出日】平成29年10月30日(2017.10.30)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　不織布シートに液剤が含まれて少なくとも顔の一部を覆い貼り付けられるシート体であ
って、前記顔に面する逆の面に、絵柄を構成する部分となるパーツ絵柄部を有するシート
体。
【請求項２】
　前記パーツ絵柄部は、オフセット印刷又はオフセット輪転印刷又はシルク印刷又はホッ
トスタンプ又はスクリーン印刷及びグラビア印刷の１つ以上の印刷により形成された請求
項１に記載のシート体。
【請求項３】
　　　前記シート体は、前記顔に対向する領域に、直線若しくは曲線を描き連続もしくは
不連続のミシン目状の切込み線が複数列を有する請求項１に記載のシート体。
【請求項４】
　前記シート体は、左右双方の縁部に耳部に掛けとめられる端部を有してなる請求項１に
記載のシート体。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１３
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１３】
　　　本願発明は、課題を解決するために、パーツ絵柄部の仕組みを備えたパック用シー
トを提供する。
【手続補正書】
【提出日】平成30年2月5日(2018.2.5)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　不織布シートに液剤が含まれて少なくとも顔の一部を覆い貼り付けられるシート体であ
って、前記顔に貼り付けられたときに集まりまたは組み合わされて完成絵柄を構成するパ
ーツ絵柄部を、前記顔に面するのと逆の面に有し、前記パーツ絵柄部は、前記シート体に
印刷された状態ではいびつな絵柄であって、前記シート体が縦横に引き延ばされて前記顔
の立体形状に沿って貼り付けられるといびつでない前記完成絵柄が完成するシート体。
【請求項２】
　前記パーツ絵柄部は、オフセット印刷又はオフセット輪転印刷又はシルク印刷又はホッ
トスタンプ又はスクリーン印刷及びグラビア印刷の１つ以上の印刷により形成された請求
項１に記載のシート体。
【請求項３】
　　　前記シート体は、機械方向と鼻筋縦の方向と合わせ、前記顔に対向する領域に、直
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線若しくは曲線を描き連続もしくは不連続のミシン目状の切込み線が複数列を有する請求
項１に記載のシート体。
【請求項４】
　前記シート体は、左右双方の縁部に耳部に掛けとめるための切り欠き部が備えられた端
部を有してなる請求項１に記載のシート体。
【手続補正書】
【提出日】平成30年5月31日(2018.5.31)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　不織布シートに両眼部、鼻部、口部のうち、少なくとも１つの切り欠かれた切り欠き孔
とパーツ絵柄部を設けて平面体に打ち抜かれ、液剤が含まれて少なくとも顔の一部を覆い
貼り付けられるシート体であって、前記顔に貼り付けられたときに集まりまたは組み合わ
されて完成絵柄を構成する前記パーツ絵柄部を、前記顔に面するのと逆の面に有し、前記
パーツ絵柄部は、前記シート体に印刷されて前記平面体に打ち抜かれた状態ではいびつな
絵柄であって、前記シート体が縦横に引き延ばされて前記顔の立体形状に沿って貼り付け
られると、正面から見たときに、前記顔の正面の眉間下部の近傍を頂点とし、左の鼻翼か
ら鼻尖を経て右の鼻翼を結ぶ略二等辺三角形の鼻部下端が横方向に延ばされ略正三角形と
なると、前記略二等辺三角形近傍の領域に有する前記パーツ絵柄部が集まりまたは組み合
わされることで、いびつでない完成絵柄が完成するシート体。
【請求項２】
　前記パーツ絵柄部は、オフセット印刷又はオフセット輪転印刷又はシルク印刷又はホッ
トスタンプ又はスクリーン印刷及びグラビア印刷の１つ以上の印刷により形成された請求
項１に記載のシート体。
【請求項３】
　　　前記シート体は、機械方向と鼻筋縦の方向と合わせ、前記顔に対向する領域に、直
線若しくは曲線を描き連続もしくは不連続のミシン目状の切込み線が複数列を有する請求
項１に記載のシート体。
【請求項４】
　前記シート体は、左右双方の縁部に耳部に掛けとめるための切り欠き部が備えられた端
部を有してなる請求項１に記載のシート体。
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